
弁護士人口の急増を避けるため司法試験合格者数を年間 1500 人程度から適正な範囲にと

どめること等を求める会長声明

1 2025 年 11 月 12 日、 2025 年度司法試験の最終合格者（以下「司法試験合格者」と

いう。）が 1581 人と発表された。

司法試験の年間合格者数は、 2016 年度以降、 1500 人程度で推移しており、

人口は、 2014 年 3 月 31 日時点では 3 万 5045 人だったが、 2024 年 3 月 31 日

4 万 5808 人と 10 年間で 1 万人以上も急増している。

日本弁護士連合会による将来予測（弁護士白書 2024 年版）では、 司法試験合格者

1500 人で固定 、 2046 年に弁護士人口は 6 万 3804 人とピー ク

し、 2061 年以降は 5 万 7000 人前後で推移していくとされている。2023 年と 2046

比較すると、 弁護士人口が 23 年間で約 2 万人も増加することになる。

2 他方、 わが国の総人口は今後減少していくと予想されていることから、 2023

1 人あたりの人口数が 2769 人（推計総人口 1 億 2435 万 2000 人に対

口 4 万 4916 人）であるのに対し、 2061 年時点では弁護士 1 人あたりの人口

1662 人（推計総人口 9524 万 9000 人に対し推計弁護士人口 5 万 7309 人）と、

なる見込みである。

なお、 日弁連の将来予測と同じ基準で司法試験の合格者数を年間 1000 人で固定し

も 2046 年には、 弁護士人口は 5 万 4956 人

1965 人）になると予測されるのであって、 弁護士人口

1人あたりの人口数が

に増加することになる。

3 また、 民事訴訟事件の新受件数（地方裁判所）は、 2013 年において約 14 万 7400 件

であったのに対し、 2023 年では約 13 万 5600 件となっており、 10 年間で 1 万件ほど

減少している。

労働審判事件は、 2013 年は 3678 件であったが、 2023 年は 3473 件であり、 やや減少

している。

刑事事件の事件総数（地方裁判所）も、 2013 年において約 5 万 2000 件であったの

に対し、 2023 年では約 4 万 4000 件と、 10 年間で約 8000 件減少している。

家庭裁判所の家事事件総数は増加傾向にある。 ただし、 顕著に増加しているのは家

うち別表第一審判事件（成年後見申立、 相続放棄申立等）である (2013

年の約 71 万 4200 件から 2023 年に約 98 万 6100 件）。

別表第二調停事件（婚姻費用分担、 財産分与、 親権、 遺産分割等）は 2013 年に 7 万

4870 件だったところ、 2023 年には 7 万 9220 件と 10 年で約 4000 件の増加にとど

る。
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